
保育等の子育て支援サービスに関する課題・背景と解決の方向性  

（注）青‥予軌こ関連 繊‥制度改正 赤‥透通等で対応  

解決の方向性  メヒ＿⊂1  

I司只  

（保育サービス等）  
0市町村における好事例（※）を収集・整   

理し、各自治体に周知することにより運   

屑の改善を促すことを検討卜   
注：■】事の候補  

・きようだいの申♯い・入折決t手鏡け杓■■）  
・行■¢■鴎・雫嘘やと■捜児▲クラブとの■優   

にl巳tした立l負  

0 四・地方を通じた必要な財源を確保し、   
サービスの賞・■の抜本的拡充を国る．  

0育児休集と保育の切れ目ない支援を   

行うため、家庭的保育など保育サービ   
スの護供方法の多射ヒを回る。  

0 新たな次世代育成支援の制度体系の   
棟梁の検討のなかで、サービス提供の   
仕縮みについて検討。  

0 保竃サービスの旦が不十分であるた   

め、  
・認可扶育折を利用できない、蓋た．希   
望した保育所に入所できない  

・年度当初に定員が埋まってしまう   
▼ 利用者の公平性を重視すると入所の   
可否決定が蓬くなる   
といった問題が起こってしヽる。  

0 働き方が多緑化している中で．扶育所   
の入所要件や開所時間が実射こ合っ  

0 希望しても認可保育所に入れない  
0 きLLうだいが別々の使古所になっf  

リ、延長保育がどららかにLか認勃  
られない竃合がある  

0 年度途中の入所が粗しく．告児休   
業を切り上げざるをえないヮ  

0 保育所の入所の可否が分かる時舶   
がi雪いJ  

O サービス内容が、働く謀のニーズに   
合っていないご  

ていない面があるL  

一
室
 
 

不
 
 
 

0電・地方を通じた必要な財源を杜保し．  
サービスの責・1の抜本的ヰ充を区る．  

0体韻不良児への対応等の充実を図るた  

澗蔑澄且の粗相  
0ファミリーサポートセンターと緊急サポー  
トネットワーク事業の機能を見直し緊急サ  
ポート機能を址丸  

○ 子どもが病気になっているときに預   
けるところがないL  

O 子どもが病気のときに、休みを取り   
にくいと  

○ 俣告所でテともが病気になっても、   
すぐに迎えに行けない  

0 病児・病後児保育サービスが   

いるv  

O 看護休弔を取ることが縫しいコ  

0使いやすい看護休暇制虔の検討。  
ヽ
－
t
．
－
．
－
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○ 現在実施している実態調査（6月とりま   

とめ）を踏まえた改善方策を夏頃を目途   
にとりまとめる。  

○ 局長クラスの検討会諷を発足済み．  
0認定こども園制度のあり方について、  

0 認定ことも罰制度が普及していない。．  0 誌定こども園について、設定等  叩
匂
 
侠
 
 

－
－
 
 

享榛処理や会計処理が複雑であると   
の指嫁がある。  

0 書沌的食中論等の一本化や、既存の   
政支援のあり方についての指摘．   

総合的な検割を行う。  
（放課後児童クラブ・放課後こども教室）  

㍍妄こ忘＼   
○ 多様なニーズに対応できるよう、各市  
町矧二おける好事例（※）を把直し、各自  

治体に周知することにより．運用の改善  
を促すことを桟討。  

繋lり沌欄欄   
軍攻の春拓群土血清用・剛酎如畔相点  
小平快4年三珠障の受入・曇欄拝寧¢対応  
b昆後先tクラブとと課吐こどt根毛との1講  

0 国・地方を通じたあ要な財源吉確保し  
サービスの喪・1の抜本的拡廃を周る  

0 大規模クラブの規模の適正化を図る亡  

希望しても利用てきない場合がある  
多様なニーズに対応したサービス提  
供が難しい  
クラブにおいては支援の必要性の高  
い小学校低学年の児童を優先せざる  
を得ない  

多くの児皇を利用させるため、クラブ  
が大規攻化する  
いった問題が起こっている。  
また、学校の余識語三等の利．脚二つ  
いて、学校即の理解がi引＝くい寄合  
があることなどから、両事業の連携が  

含があるL  

O 保護者の読ジ；をカバーできるた   

けの開所時間の確保など、多撲   
なニーズに対応てきるサービスの   
提供がてきていない。．  

01クラブ当たりの利用児量致が   

増加することにより、特に大規枚   
クラブにおいて一人一人の子ども   
lニ日が行き届かない局舎もある、、  

領事葺の連携が不十分  

進んでいない  

○ 地域子育て支援拠点草茶に関して、  
担い手を増やす上で重要となる好事例   
の紹介や草案箕應に向けた解説を内容  
とする啓発用パンフレソトを作成予定亡  

○ 次世代育成支護のための市町村及び   
前進府県佐和行動盲†画（平成ヱヱ年度－   

5年間）の簸定にあたり、多様な主体の   
参画・協動＝よる地域の子育て支援の   
推進について、諒定指針（本年夏目途   
に算定予定）に産り込む方向で検討中ら  

0 国・地方を通じた必要な財源を確保し   

サービスの質・1の抜本的拡充を阿る   

0 子育て世帯が地域から孤立／ヒL   

し、与．  

0 各控子育て旦ほサービスが仔民  

○ 干弓て中の筑が気矧こ相談等をできる   

サービスの拠痛が地域に不足している  

○ 千言て支揉サービスの情報提供が不   

十分。  
O NPO等■と行政の息識の差、人材育成   

や財】弟環俣等に課題があり、而青の協   
働が進んでいない。  

』 に周知されていない  
ioサービスの挑、手とLてのNPOの  
l 百出く進んていない，  

し
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2．地域における施策目標の検討  

（1）統計データに基づく社会環境の変化の把握   

参考として以下に主な分析項目として考えられる事項を示す。基本的には、前期計画で  

行った分析との比較を行う。分析の項目や視点等は、それぞれの地域の実情に応じて追加・  

取捨選択されたい（前期行動計画手引き参照）。  

分析項目  

ア 少子化の動向  

主な資料  分析の視点・留意点   

都道府県内の他市町村との比較  

も含めて、当該自治体の特性の把  
、  

国勢調査   

㌻住民基本台帳  

●人口の推移  

・総人口  】握に努める。   

r  

・児童人口、年齢3区分別人口   
1  

¶ 
十※前期分析時点からの変化につ  

≡●出生の動向  

・出生数  

・合計特殊出生率  

人口動態統計  
いて留意する点  

・親世代の人口の変化、流出入  

・出生数と合計特殊出生率の関係  

・晩婚一晩産化傾向の変化  
●婚姻の動向  

・婚姻・離婚率  

・平均初婚年齢   

●晩産化、少産化の動向  

・母親の年齢階級別出生率  

・世帯あたり子ども数  
、    ‾ ■   ■      ■                            ，■■■■－         l             ■        l  

●人口・児童数の将来予測  

人口動態統計  

人口動態統計  

国勢調査  

人口推計結果  

イ 家族や地域の状況   

●世帯の動向   

・世帯数  

■平均世帯人員、世帯構成  

・18歳未満の児童のいる世帯数   

●就労状況  
】  

・男女別就業率  

・女性の年齢別就業率  

・就業形態、就業時間等   

●産業・雇用の状況  

・産業別就業者数  

少子化の背景、子育て支援ニーズ  

の背景として、家族や地域の状況  

を分析する。他市町村との比較も  

含めて、当該自治体の特徴の把握  

に努める。  

一＋▼¶‾▲劇】▼  
国勢調査   

i住民基本台帳   

国勢調査  

就業構造基本調査  

ニーズ調査  

※前期分析時点からの変化につ   

いて留意する点  

：≡；‡芸三l≡  

一男性の就業時間  

ト就業者数の産業別構成比   

事業所・企業  

統計調査  
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】  

弓二芸芸≡芸芸芸笠≡変化  
l  

I ・主要産業、主要な就労の場  

●地域の特性  

Ll地勢（サービス等利用への影響）  

・社会的移動の見込み  

I i・昼夜間人口比率  

L・地域活動組織の状況  

≒人口動態統計   
】  

華民基本台帳  
】  

府政資料等  

どのような支援策が必要となるか  

を検討するための基礎資料とす  

る。  

…り 子どもの状況と子育ての実態  

…●子どもの心身の発訃発達の状況 府政資料                                                  l  

チーズ調査  

●子どもの年齢別ヰ要時間帯別の居 ヨニーズ調査  

場所  
；※前期分析時点からの変化につ  

いて留意する点  
L   

喜・男性の子育て参加状況   

育てに関する相談相手のいな   

い人の割合  

・就労支援制度の活用状況  

・子育ての不安・負担感の変化   

…・子ども■子育てをめぐる問題の変   

化  

●子育ての実態  

・主な保護者の状況  

ニーズ調査  

≡行政資料  

（男性の家事・育児時間等）  

・子育てに関する相談相手等  

・育児休業の取得率、その他就労支援 

制度の活用状況  

ニーズ調査  ●子育てに関する保護者の意識  

■子育て不安、子育ての負担感  

・子育て支援に関する要望等   

」  i●子どもヰ育てをめぐる問題の動向 市政資料  

！・児童虐待認知件数  

ト・いじめ、不登校、少年非行等の状況 ㌢  

‘・子どもの犯罪・事故等の被害件数  

（2）人口推計  

前期「地域行動計画策定の手引き」の「Ⅲ 人口推計」を参照のこと。  

（3）前期行動計画の評価の実施   

後期行動計画の評価方法参照の上、データの取得可能性を踏まえて、可能な範囲で前期  

行動計画の評価を実施する。  

※ 詳細は、後期行動計画の評価方法を参照のこと。  
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Ⅱ．地域におけるニーズ把握  

地域におけるサービスニーズの把握を行う。ニーズの把握は、原則、市町村レベル   

で行うことが望ましい。市町村レベルで、実施が困難である場合は、都道府県あるい  

は広域圏で、市町村別集計が可能な客体数を確保した上で実施することも考えられる。   

＜ポイント＞  

1．ニーズ把握の共通の枠組み  

○調査手法：主にアンケート調査により、子育て家庭のニーズを把握する。  

○調査内容：家族類型（父母の働き方、祖父母・地域との関わり等）、サービス利用  

状況、サービス利用希望、子育てに関する意識 等  

2．地域ごとの独自把握内容の検討  

○手引きに示した共通のモデル項目案以外に、地域で独自の調査を実施する場合に  

は、共通項目の調査票に独自項目を加えて、同時に調査を実施してもかまわない。  

また、市町村にかわって、都道府県や広域圏で共通項目に基づく調査を実施する  

場合に、市町村単位で別途、独自項目のみの調査を実施してもかまわない。  

3．ニーズ把握実施上の留意点  

○顕在化しているニーズだけではなく、女性の就業率の高まりに応じて必要となる  

潜在的なニーズの把握が必要である。  

○ニーズ調査設計の段階から、地域の子育て当事者、子育て支援関係者等の参画、  

意見聴取等を求め、計画策定の家庭を通じた「参画・協働」を実施することが重  

要である。  

○アンケート調査による基本的な把握に加え、グループインタビュー等地域住民の  

具体的な意見を把握することも考えられる。  

○ニーズ把握調査の過程を通じて、行動計画の理念・目的、事業内容等を住民に周  

知することも重要である。  

＜具体的な内容＞   

1．ニーズ把握の共通の枠組み  

（1）調査対象と調査種類   

子育て家庭の生活実態やサービスニーズは子どもの年齢により異なることから、ニーズ  

調査は大きくは就学前児童（4月1日現在、0歳～5歳）と就学児童（小学1年生～6年生）  

に区分して行うことが望ましい。  
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また、就学前児童のサービスニーズについては、0歳児、1～2歳児及び3～5歳児の区分  

で調査結果が把握できるようにすることが望ましい。   

さらに、就学児童については、本来的には全学年を対象とすることが望ましいが、放課  

後児童健全育成事業のニーズを把握するという観点においては、最低限、低学年児童は対  

象とするべきである。   

なお、中学生及び高校生や、特別なニーズを有する層（例えばひとり親家庭など）につ  

いても、簡便なアンケート調査やヒアリング等によって、別途サービスニーズを把握する  

ことが望ましい。  

（2）調査対象の抽出   

調査対象者の抽出方法としては、当該市町村の人口規模等を勘案して調査対象数を設定  

して住民基本台帳等を用いて無作為に抽出する抽出調査と、調査対象者全員を対象とする  

悉皆調査が ある。   

抽出調査の際には、年齢別・地域別の分析が可能となる規模の調査対象数の設定と、子  

どもの年齢及び地区で層化した抽出が必要である。サービス需要は子どもの年齢はもちろ  

んのこと、同一市町村の中でも地域によって偏りがあり得るため、地域ごとの集計及び需  

要算出が必要となるからである。特に人口規模が大きい政令指定都市及び中核市等につい  

ては、調査対象の抽出、集計及び推計ニーズ量の算出を行政区ごとに行うなどの工夫を要  

する。なお、調査回答者（子どもの保護者）の負担を軽減する趣旨から、同一世帯に複数  

の調査票を配布しないように調査対象者の抽出を行うことが必要である。   

また、人口規模が小さく児童数が少ない市町村（就学前児童数が概ね1，500人未満）に  

おいては、各年齢別の有効回答数が100に満たないことが予測される。したがって、結果  

の妥当性を確保する趣旨から、悉皆調査もしくは近隣の市町村との共同調査を行うことも  

検討する必要がある。  

（3）調査票の配付・回収方法   

調査票の配付・回収方法としては以下のようなものが考えられる。   

（1）郵送配付、郵送回収（郵送調査）   

（2）調査員配付、後日調査員回収（留置調査）   

（3）調査員面接調査（福祉施設等職員、民生・児童委員等）   

調査の実施に当たっては、回答者に調査趣旨及び調査主体が明確に伝わるように、首長  

名や担当部課長名などで挨拶文を付することが必要である。   

また、郵送調査の場合は、一定の回収率を確保するために督促状兼礼状等を送付するこ  

とが望ましい。一方、 留置調査、調査員面接調査の場合は、調査項目の設定及び調査員の  

選定に注意を払う必要がある。   

いずれの方法をとる場合においても、個人情報の保護に十分に配慮することが必要であ  

る。  
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（4）調査の回答について   

調査票の回答は抽出された児童の保護者に依頼する。調査の回答に当たっては、原則と  

して抽出された児童について回答を求める。   

なお回答に当たっては、個人を特定する必要はないので、原則無記名とする。  

（5）調査項目   

家族構成・親の就労状況・身内や地域でのインフォーマルな支援等、個々の家族状況と、   

サービスの利用実態を中心に把握する。さらに、「潜在的なサービスニーズ」を把握す   

るために、サービスの利用希望や就労等に関する希望も把握する。モデル調査票の様   

式に依る必要はないが、目標事業量の数値は国から提供を依頼されることを念頭に置  

いて調査項目の設計をする必要がある。  

（6）モデル調査項目例（モデル調査票別添）  

1．基本属性   皿  子どもの人数  

（2）  末子の年齢   

2．家族類型作成のための項  

目   （4）  父親の就労状況  

：就労の有無、就労形態、就労時間または帰宅  

時間  

（5）  母親の就労状況  

：就労の有無、就労形態、就労時間または帰宅  

時間  

（6）  祖父母の同居・近居状況  

（7）  日頃、子どもを預かってもらえる人の有無（祖父  

母、友人・知人等）   

3．サービス利用率算出のため  （8）  対象となる子の現在の各サービス利用の有無   

の項目  （個別サービスの利用状況）  

（9）  対象となる子についての育児休業の取得状況  

（父親・母親）   

4．サービス利用者の利用量算  （10）  ① 保育サービスの利用時間■利用頻度   

．出のための項目  ②育児休業取得期間、復帰時の子どもの月齢、  

育児休業明けの保育サービスの利用状況  

（11）  （彰保育以外のサービスの利用頻度  

②保育以外のサービスの利用目的等   

5．サービス未利用者の利用希  （12）  （未利用者の）サービスを利用していない理由   
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望率算出のための項目   （13）  （未利用者の）サービスの利用希望  

（14）  現在、利用していないが保育サービスを希望する  

理由   

6．家族類型の変更希望に関  （15）  （母親が働いていない場合）就労希望の有無（す   

する項目  ぐ0「将来的に）  

（16）  （母親が働いていないが就労希望がある場合）現  

在働いていない理由  

（17）  祖父母や知人一友人の支援を得ていることに閲す  

る意識   

7．（サービス利用者の）   （18）  （か 保育の希望利用時間・利用頻度   

希望サービス量算出のため  ②希望する育児休業取得期間、復帰時の子ど   

の項目  もの月齢、育児休業明けの保育サービスの利  

用希望、復帰児に希望するサービスを利用で  

きなかった人の対応方法   

8．アウトカム評価のための項  （19）  ① 子育ての不安感、負担感   

目  ②保育サービスの利便性  

③ 子育てが地域の人に支えられていると感じる  

割合  

④仕事と生活の調和の実現が図られていると  

感じる割合  等   
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Ⅲ．定量的な目標設定  

＜ポイント＞  

1．国における定量的目標  

○仕事と生活の調和推進のための指針、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略、  

健やか親子21、新待機児童ゼロ作戦など  

2．全国共通で設定が期待される事業項目と目標水準  

○前期行動計画では、共通事業項目について、供給の現状を踏まえた「事業目標」  

のみの国への提供を求めたが、後期は、これに加え、「潜在的なニーズ量」を把握  

し、国への提供を求める。  

○前期行動計画策定の際に求めた特定14事業を中心に、引き続き、全国共通で目  

標設定が期待される事業について、国への提供を求める。  

O「職業生活と家庭生活との両立の推進」に関する施策については、当該分野にお  

ける取組が自治体によって異なるため、個別事業単位で共通の目標を設定するこ  

とは難しいと考えられることから、自治体単位で、少なくとも1つ以上の施策レ  

ベル単位の目標を設定することが望ましい。  

O「社会的な養護体制の充実」については、都道府県において、策定指針に基づき  

必要な事業目標を設定することが望ましい。  

○事業の目標年は、「潜在的なニーズ量」については、新待機児童ゼロ作戦（以下「新  

ゼロ作戦」）との整合性を図るため、新ゼロ作戦の最終年である2017年の目標と  

し、足下の事業目標については、後期行動計画の最終年（2014年）とするが、通  

常保育と放課後児童健全育成事業については、新ゼロ作戦の集中重点3カ年の最  

終年である2010年も示すこと。地域子育て支援拠点事業については、2014年と  

する。  

3．地域独自の目標設定の検討  

○全国共通で目標設定する事業とは別に、地域の実状に応じて、独自目標を設定す  

ることが望ましい。  

○地域の独自目標設定においても、可能な限り、潜在的なニーズ量の把握に努める  

ことが望ましい。  

4．供給体制を踏まえた事業目標の設定  

○潜在ニーズを踏まえた上で、地域におけるサービス供給の実現可能性を踏まえた  

上で、後期行動計画期間中における各年次の整備目標量を設定する。  
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＜具体的な内容＞  

（1）国における定量的目標  

近年、国において定量的な目標値が設定されているものを参考までに示す。  

○仕事と生活の調和推進のための行動指針  

httl）：／／www8．cao．go．jT）／wlb／EOVern皿entJT）duindicator．T）df  

数値目標設定指標   現状   
目標  、値  

5年後（2012年）   10年後（2017年）   

25－34歳 男性 90．3％   93－94％   93・〉94％  

冠  就業率 （Ⅱ 

25－44歳 女性 64．9％   67一－70％   69～72％  

Ⅰ就労によ  
、Ⅲにも関わるものである）  

60～64歳 男女計 52．6％   56～5了％   60～61％  

る経済的自  
立が可能な  

社会  
65～69歳 男女計 34．6％   37％   －  38・～39％  

時間当たり労働生産性の伸び率 （Ⅱ 2．4％（5割増）  

、Ⅲにも関わるものである）  l白1  
（2011年度）  

一 
3  フリーターの数  

187万人  ピーク時の3／4に減  
（平成15年にピークの217万人）   少（162．8万人以下）   少  

労働時間等の課題について労使  
4   が話し合いの機会を設けている割   41．5％   8仇   全ての企業で実施  

Ⅱ健簸で豊 かな生活の  10．8％   2割減   半減  

ための時間  
が確保でき  46．6％   60％   完全取得  
る社会  

7  メンタルヘルスケアに取り組んで いる事業所割合   23．5％   
5（邦   80％   

8  テレワーカー比率   10．4％   20％（2010年まで）  

9  短時間勤務を選択できる事業所 の合（短正度等）   

割時間社員制   
（参考）臥6％以下   1仇   25，i  

自己啓発を行っている労働者の   46．2％（正社員）   60％（正社員）   70％（正社員）  

Ⅲ多様な働  
川            割合   23．4％（非正社員）   40％（非正社員）   50％（非正社員）  

き方・生き方 が選択でき  
8・0％   45％   55％  

る社会  保育サ⊥ビス（3歳未満児）  
20．3％   

29！i   38％  

匡  保育等の子育てサービスを提供し ている割合  
放課後児童クラブ（小学1年～3  

年）   19．0％   
4仇   60％  

匡  男女の育児休業取得率   
女性：72．3％   女性：80％   女性：80％  
男性：0．50％   男性：5％   男性：10％  

匡  6歳未満の子どもをもつ男性の育  
児・家事関連時間   

1日当たり 60分   1時間45分   2時間30分   

O「子どもと家族を応援する日本」重点戦略  

httl］：／／www8．cao．e：0．iT）／shoushi／kai巳i／ouenh）df／st・・1．T）df  

・「仕事と生活の調査の実現と希望する結婚や出産・子育ての実現を支える給付・サービ   

スの社会的なコストの推計」のベースとなっている数値。  
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○健やか親子21  

ht・tP：／／wwwl．mhlw．輌1117－1c18．html  

1思春期の保健対策の強化と健康教育の推進  

現状（ベースライン）  2010年の目標  

【保健水準の指標】  

」卜1十代の自殺率  ＊1（’99）（人口10万人対）  

5～ 9才   0  

10～14才 1．1  

減少傾向へ  

15～19才  
r   

【＊2（’99）10．6（人口千対）  
L  

＊3（’01）調査  

■       ▼           l   ■                ▲    ■                             ■                                        、    、    l         、          ‾          ■  

；1－2十代の人工妊娠中絶実施率   

卜3十代の性感染症躍患率  

減少傾向へ   

減少傾向へ  

㍍  15歳の女性の思春期やせ症（神経 庫3（’01）調査  減少傾向へ  

性食欲不振症）の発生頻度   

【住民自らの行動の指標】  

1－5薬物乱用の有害性について正確に  ヰ3（’01）調査                                                         ト  

100％  

知っている小・中・高校生の割合  小学6年  

中学3年  

高校3年  

％
 
 
％
 
 
％
 
 

て1－6十代の喫煙率  ＊4（’96）  

中学1年男子 7．5％  

ト なくす   
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L  女子 3．8％  
【  
l 高校3年男子36．9％  

女子15．6％  

1－7十代の飲酒率  ＊5（’96）  

中学3年男子25．4％  

女子17．2％  

高校3年男子51．5％  

女子35．9％  

なくす  

1－8避妊法を正確に知っている  L＊3（’01）調査  100％  

18歳の割合   
l  

！＊3（，01）調査  ミ1－9性感染症を正確に知っている  

高校生の割合  

100％  

l  

〉【行政・関係機関等の取組の指標】  

学校保健委員会を開催している   ＊3（’01）調査  

学校の割合  

100％  

十11外部機関と連携した薬物乱用防止教 ＊3（’01）調査  

育等を実施している中学校・高校の  

割合  
亡  

12スクール・カウンセラーを配置して；＊3（，01）調査  
【  

．  いる中学校（一一定の規模以上）の割喜  ■  

1－13思春期外来（精神保健福祉センター＊3（’01）調査  

100％  

100％  

増加傾向へ  

の窓口を含む）の数  

＊1人口動態統計  ＊2母体保護統計  ＊3厚生科学研究（子ども家庭総合研究等）  

＊4健康日本21各論「4たばこ」   ＊5健康日本21各論「5アルコール」  

＊6保健所運営報告  ＊7新エンゼルプラン  ＊8児童の虐待防止等に関する法律  

2 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援  
…＿＿，m▼■＿，＿▼】  

2010年の目標  現状（ベースライン）  

【保健水準の指標】  

ヰ1（’99）6．1（出生10万人対） 半減  2－1妊産婦死亡率  

2－2妊娠・出産について満足している  

者の割合  

（’00）幼児健康度調査  100％   
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喜2－3産後うつ病の発生率  

E【住民自らの行動の指標】  

＊3ぐ01）調査  

】  
】  

減少傾向へ  

6
 
 

9
 
 

（
 
 

6
 
 

＊
 
 

≧2－4妊娠11週以下での妊娠の届出率   

2－5母性健康管理指導事項連絡カードを  
r  ，   

知っている妊婦の割合  

62．6％  100％  

（’01）調査  100％  

【行政・関係機関等の取組の指標】  

‡＊7（，99）10都府県  2－6周産期医療ネットワークの整備  （’05）全都道府県喜  

作成する  ！2－7正常分娩緊急時対応のためのガイド  

ライン（仮称）の作成  
】  

＊3（’01）調査産婦人科医  

助産婦  

2－8妊産婦人口に対する産婦人科医・助  

産婦の割合  

増加傾向へ  

うぅ二、、（一l  不妊専門相談センターの整備  （’05）全都道府県  ＊7ぐ99）24カ所  

】2－10不妊治療を受ける際に、患者が専門  ＊3（’01）調査  100％  

家によるカウンセリングが受けられ  

る割合  

12－11不妊治療における生殖補助医療技術  作成する  

の適応に関するガイドライン（仮称）  

の作成  

3 小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備  

Tl蔽示＝三言γ示 】  

‾ 「 【‾【▼¶‾←‾  

10年の目標  
【  

指標  

l ▼ ’’’ ▼ ▲   ■ ‾‾‾■l‾▲‾‾‾‾‾‾  

】【保健水準の指標】  

l
 
 

3
 
 世界最高を維持  ＊1（’99）6．0（出産千対）  周産期死亡率  

；＊1（’99）4・0（出生千対）  

恒（’99）0．7％   

＊1（’99）8・4％   

＊1（’99）1・8（出生千対）  

】＊1（’99）3・4（出生千対）  

や－2全出生数中の極低出生体重児の割合  

1   全出生数中の低出生体重児の割合  

世界最高を維持   3－3新生児死亡率  

乳児（1才未満）死亡率  
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！＊1（， r  喜3－4乳児のSIDS死亡率  

1 

3－5幼児（1～4歳）死亡率  

3－6不慮の事故死亡率  

99）31．0（人口10万対）  

＊1（’99）33．0（人口10万対）   

＊1（’99）（人口10万対）  

0才18．3  

1才～4才 7．4  

5才～9才 4．6  

10才～14才 3．2  

15才～19才15．2  

【住民自らの行動の指標】  

3－7妊娠中の喫煙率  （’00）乳幼児身体発育調査  なくす  

育児期間中の両親の自宅での喫煙率捷3（，01）調査  
l  

i3－8妊娠中の飲酒率  ≡（’00）乳幼児身体発育調査  なくす  
‾l■      －、－ － l l   ■      、－－ －一 ■      ■ ▼▼■▼▲  

3－9かかりつけの小児科医を持つ親の  挟3（’01）調査  

割合   

100％  

■  

3－10休日・夜間の小児救急医療機関を知毎（’01）調査  

っている親の割合  
1－                                ‾  

】 わ11事故防止対策を実施している家庭の1＊3（，01）調査  

割合  
‾‾ 【 ‾■「‾▼‾∴＋－－－－－－・■・←－－－－■▲－－一    、←－－－【－－－－一一－－■－・－一－■「一一㌧ 【 ▼■■■■■＋■■▲ 

■ ㌣12乳幼児のいる家庭で、風呂場のドア …＊3（，01）調査  

を乳幼児が自分で開けることができ  

ないよう工夫した家庭の割合  

臣13心肺蘇生法を知っている親の割合 j＊3（，01）調査  
‾‾‾‾             一一一－              一一一「▼・－－  

3－14乳児期にうつぶせ寝をさせている親 ＊3（’01）調査  

の割合  

100％   

なくす  

3－151歳までにBCG接種を終了して   （，00）幼児健康度調査  

いる者の割合  

3－161歳6か月までに三種混合・麻疹の（’00）幼児健康度調査  

予防接種を終了している者の割合  

95％  

【行政・関係機関等の取組の指標】  

3－17初期、二次、三次の小児救急医療体 ＊3（’01）調査  

制が整備されている都道府県の割合－  

100％   
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ト18事故防止対策を実施している市町村  

の割合  

3－19小児人口に対する小児科医・新生児  
1  

科医師・児童精神科医師の割合  

、【  

転読竜う盲妄示嘉壷  増加傾向へ  

新生児科医  

【 児童精神科医r  
‾             l   1  － － －  ■    －   ■ －   －  

l       －        ■ ■ l ■▲   

0慧級●遊戯室を持つ小児誓棟の弓＊3（’01）調査  

100％  

3－21慢性疾患児等の在宅医療の支援体制  

が整備されている市町村の割合  

＊3（’01）調査  100％  

4 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減  

指標  現状（ベースライン）  2010年の目標  

【保健水準の指標】  

4－1虐待による死亡数  
l＊3ぐ01）調査  
‾   ‾ ‾                             ■         ■  ▲ ■    l l 一  

減少傾向へ  

8
 
 
 

＊
 
 

4－2法に基づき児童相談所等に報告が  

あった被虐待児数  

（’01）報告  増加を経て減少へ  

ト
…
 
 
 

4－3子育てに自信が持てない 母親の割合  （’00）幼児健康度調査  減少傾向へ  

∃4－4子どもを虐待していると思う親の  

割合   

き4－5ゆったりとした気分で子どもと過ご  

（’00）幼児健康度調査  減少傾向へ  

て‾ ■▼l■▲‾▲、     ‾’－■■■ll、   

（’00）幼児健康度調査  増加傾向へ  

せる時間がある母親の割合   
！  

■                    l l ‾      、‾     ‾ ▼   ▼    l          l  

■   ‾  l             ■  

l  

ぎ【住民自らの行動の指標】  

4－6育児について相談相手のいる母親の  

割合  

（’00）幼児健康度調査  増加傾向へ  

＋
 
 4－7育児に参加する父親の割合  

j  

4－8子どもと一緒に遊ぶ父親の割合  

（’00）幼児健康度調査   

（’00）幼児健康度調査  

増加傾向へ  

増加傾向へ   

増加傾向へ   ；4－9出産後1か月時の母乳育児の割合   

【行政・関係機関等の取組の指標】  

（’00）乳幼児身体発育調査  
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i4‾10周産期医療施設から退院したハイリ！＊3（’01）調査 要  スク児 
へのフォロー体制が確立して  

100％  

いる二次医療圏の割合  

1乳幼児の健康診査に満足している者 ≧＊3（’01）調査  
l   

の割合  

増加傾向へ  

「  
≡4－12育児支援に重点をおいた乳幼児健康  

診査を行っている自治体の割合  

3（’01）調査  100％  

4－13常勤の児童精神科医がいる児童相談  
1 【  

所の割合   

＊3（’01）調査  100％  

と4－14情緒障害児短期治療施設数  ≡17施設  全都道府県  

4－15育児不安・虐待親のグループの活動  

の支援を実施している保健所の割合  

＊3（’01）調査  100％  

l  

…4－16親子の心の問題に対応できる技術  ＊3（’01）調査  100％   

を持った小児科医の割合  

○ 新待機児童ゼロ作戦＋5つの安心プラン  

＜10年後の目標＞  

・保育サービス（3歳未満児）の提供割合  

20％→38％【利用児童数100万人増（0～5歳）】  

（22年度：26％）  

・放課後児童クラブ（小学1年～3年）の提供割合  

19％→60％【登録児童数145万人増】  

（22年度：32％）  
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（2）全国共通で設定が期待される事業項目と目標水準  

＜全国共通で設定が期待される事業項目と設定方法＞  

下記の事業については、全国共通に、市区町村単位でニーズ量を把握し、目標事業量を設  

定することとする。ただし、地域における活用可能な資源の状況等により、今後も実施見  

込みのない事業については、目標事業量を設定しないことは可能である。その場合、設定  

しない理由を都道府県に報告することとする。  

事業名   目標単位   

①通常保育事業   人   

②特定保育事業   か所   

③延長保育事業   か所   

④夜間保育事業   か所   

⑤トワイライトステイ事業   か所   

⑥休日保育事業   か所   

⑦病児・病後児保育事業   か所   

⑧放課後児童健全育成事業   か所   

⑨地域子育て支援拠点事業（ひろば型、センター型、   か所   

児童館型）   

⑩一時保育（預かり）   か所   

⑪ショートステイ事業   か所   

⑫ファミリーサポートセンター事業   か所  

保育関係のサービスについては、昼間帯（①及び②）と夜間帯（③～⑤）の2グループ  

に分け、潜在ニーズ量を把握し、目標事業量設定の段階で、各市区町村の事業所数等を勘  

案し、それぞれのサービス毎に分けて設定する。   

ショートステイ事業については、市区町村が潜在ニーズを把握し、都道府県に報告。都  

道府県が広域で調整し、市区町村が目標事業量を設定する。   

「職業生活と家庭生活との両立の推進」を目的とした働き方等の見直し（ワーク・ライ  

フ・バランスの実現）に関しては、当該分野における取組が地域によって異なるため、個  

別事業単位で共通の目標を設定することは難しいと考えられることから、自治体単位で、  

少なくとも1つ以上の施策レベル単位の目標を設定することが望ましい。  

また、社会的養護体制の充実に係る施策については、都道府県において、策定指針に  

基づき、必要な目標事業量を設定することが望ましい。  
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事業の目標年は、「潜在的なニーズ量」については、新待機児童ゼロ作戦（以下「新ゼロ  

作戦」）との整合性を図るため、新ゼロ作戦の最終年である2017（平成29）年の目標とし、  

足下の事業目標については、後期行動計画の最終年である2014（平成26）年とするが、通  

常保育と放課後児童健全育成事業については、新ゼロ作戦の集中重点3カ年の最終年であ  

る2010（平成22）年も示すこと。   

2017年の目標設定にあたっては、ニーズ調査で把握された潜在ニーズ量に、将来の人口  

動態を加味して設定することが望ましい。   

地域子育て支援拠点事業については、後期行動計画の最終年である2014年とする。   

なお、目標事業量は、自治体における施策の点検・評価結果により、計画期間中にも見直  

しがあり得ることに留意する必要がある。  
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＜潜在的なニーズ及びサービス必要量の推計＞   

先に示した事業の中で、通常保育事業と放課後児童健全育成事業については、以下  

に示す方法で、潜在的なニーズ量を把握することとする。他の事業についても、可能  

な限t）、同様の方法で把握することが望ましい。  

1．家族類型別サービス利用実態の算出（別紙フロー図参照）  

（1）家族類型の作成（現状・潜在）  

「①父母の状況（両親またはひとり親）」と「②親の働き方」をベースに家族  

類型A～Dを作成。中核市等で、十分な調査客体数を得られる場合は、さらに、  

「③祖父母による支援」、「④地域・友人の支え合い」の状況を踏まえ、家族類型  

B～Dの下にさらに細かい類型を設定することにより、より詳細に潜在ニーズ量  

を把握することが可能となる。  

潜在ニーズについては、アンケート調査の「母親の就労希望」に関する項目に  

おいて、「すぐにでも働きたい」、「1年以内に働きたい」等と答えた人の、希望  

する働き方（フルタイム・パート）に基づき、推計する。  

○ 家族類型設定イメージ図  

例：現在働いていないが、すぐにでもあるいは今後1年以内に「フルタイムで  

働きたい」とする母親が3％、現在パートだが今後「フルタイムで働きた  

い」とする母親も3％おり、現在働いていないが「今後パートタイムで働  

きたい」とする母親が8％、 「その他」が1％いる場合。  

周昧 潜在1希肇ト  

潜在琴壌  

由状衰虚数  壕壊類型 構成埠細）  車重奉犀数   ン畢警棒壊 ∴比（％）  

A．ひとり親   500   5．0   （500）   （5．0）   

Bフルタイム共働き   1，200   12．0   1．800   18．0   

C．フルタイムリベート共働   1．400   14．0   1．900   19．0   

D．専業主婦   6．200   62．0   5，000   50．0   

E．その他   700   7．0   800   8．0   

計   10．000   100．0   10，000   100．0   

※注：Aの類型については、潜在家庭数の推計は行わず、現状家庭数とその構成   

比をそのまま用いる。  

○ ニーズ調査結果からの取りまとめ方法  

（別紙の就学前児童用調査票（案）の問番号を例として説明）   

①現状家庭数  
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